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一般社団法人かながわ西結婚推進協議会 
2021年2月12日 

一般社団法人かながわ西結婚推進協議会(本社：神奈川県小田原市　代表理事：草山明久　以下、協議会) は小田原市の協

力のもと、来る3月14日(日)に小田原・箱根のチャペルや神社で婚姻届の提出ができる記念イベント「ふうふの誕生日」を

開催いたします。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延長に伴い、結婚式を予定していたカップルが延期や中止を余

儀なくしなければいけない状況に陥っていることから、小田原で結婚をされるおふたりを応援するという趣旨のもと、協議

会のメンバーが中心となって、通常市役所へ提出する婚姻届を地元ブライダル施設のチャペルや神社でお預かりし、記念の

１日を演出。ブライダルスタッフがおふたりの使者として小田原市役所へ提出をいたします。 

<婚姻届のお預かりと提出について>　 
  ・婚姻届の提出先は小田原市役所となります。  

　・イベントでお預かりをした婚姻届は原則として翌日に小田原市役所へ提出をする為、戸籍上の婚姻日は3月15日となります。  

　　3月14日に提出を希望される方は、イベント参加後に直接役所へご提出ください。  

　・婚姻届の記入事項に不備がある場合、後日直接小田原市役所にて訂正をしていただく必要がございます。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※その他詳細につきましては、イベント専用ページよりご確認ください。 

□開催日時：2021年3月14日(日)　12:00～16:00(最終受付)　 ※事前予約制 
□参加対象者：3月14日(日)に婚姻届を提出されるおふたり 
　　①おふたりのどちらかが小田原市に本籍地または住所地がある場合→イベント施設にて婚姻届の提出が可能です。  

　  ②おふたりともに小田原市に本籍地・住所地のどちらもない場合、もしくは小田原市役所以外へ提出をご希望される場合  

　　　→婚姻届はイベント参加後、ご自身で市区町村へご提出ください。  

□参加費用：無料 

□申込方法：イベント専用URLより　https://www.resortwedding.info/wedding/22BD.html 

 
 

イベント会場（お好きな会場をお選びいただけます）  

コロナ禍で夫婦となるおふたりに地元ブライダル企業が
ホワイトデーに入籍イベントを開催

■会社概要 

　商号　　:　一般社団法人かながわ西結婚推進協議会　　　代表者　:　代表理事  草山 明久(報徳二宮神社 宮司)

　所在地　:　〒250-0014　神奈川県小田原市城内8-10　報徳会館内　　設立　:　平成30年6月 

　　　　　　 当法人は平成17年11月22日に発足した任意団体箱根・小田原ブライダル協議会が発展し現法人となりました 

　事業内容： 当法人は、「結婚」を通じ少子高齢化が進む現代において、この地域に暮す人や観光で来訪する多くの方々に、人々の暮らしの 

　　　　　　 基本である家族や夫婦の大切さを伝え、非婚化・晩婚化・少子化の抑制を図るとともに、人口減少が顕著になりつつある神奈川県西部に 

             おいて、社会的・経済的にも寄与しながら、幸せな家族が多く暮すことができる地域づくりを目的とする。 

■本件に関するお問い合わせ先 

　イベント担当者：浜田(ヒルトン小田原リゾート&スパ)　TEL：0465-29-0922   E-mail：hamada@cresc-produce.com 

　その他お問合せは右記よりお願いいたします　　E-mail: info＠resortwedding.info
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